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１．はじめに 

東日本大震災からの復旧・復興に対して、国や地方自治体が大きな役割を果たしてきたこ

とはいうまでもないが、被災自治体の財政対応においては、特例法制度上、国から大規模な

財政措置が講じられてきた。そのうち東日本大震災復興交付金（以下、復興交付金）や震災

復興特別交付税（以下、復興特別交付税）などの主要な措置は、発災から 10 年を経過し、

復興事業の進捗等を理由に廃止、縮減に至っている。したがって、とくに被害が大きい地域

の自治体にとっては、復興状況の見極めが事業実施に影響する一方で、被災自治体共通の中

長期的な課題として、ポスト復興を見据えた財政対応が重要になっている。この場合、被災

自治体の自主財源である地方税の税収確保が問われる。そのためには大震災下での地方税

を総括しておく必要があるにもかかわらず、その実態は復興庁スタッフの制度解説を除く

とほとんど明らかにされていない。 

 宮﨑（2021）は岩手、宮城、福島の 3県の沿岸市町村を対象にして、東日本大震災下の地

方税収の推移を整理し、分析した唯一の研究である。それは税収の回復に関して悲観的な見

通しを示し、新たな基盤産業の構築を求めている。また、地方税を主な分析対象にしていな

いが、日本租税理論学会・第 23 回研究大会（2011 年 11 月）におけるシンポジウム「大震

災と税制」の成果もあげられる。そのうち宮入（2012）は財政学の側面から国の復興財源・

増税に関する問題を広く提起している。宮﨑（2021）は掲載誌の紙幅の関係上、宮入（2012）

は執筆時期の関係上、詳細な分析に至っていないので、本研究はそれらをフォローする。ま

た、宮本（2013）を踏まえて復興特区税制を分析対象に加える。さらに、渡辺（2015）を踏

まえると多角的な分析（政策との関係など）が欠かせないし、近藤（2019）などを踏まえる

と沿岸と内陸を区別するアプローチが必要になる。 

本報告は、岩手県と宮城県の沿岸市町村を主たる対象にして、被害の状況や復興の進捗、

税制改正の影響などの違いから、市町村間の税収格差に着目し、市町村税務担当職員等への

インタビュー調査により、地方税の実態を明らかにする。そして、歳出面や政策面まで分析

対象を広げたうえで、ポスト復興における市町村の財政対応の共通、個別の課題を提示する。

ここでは地震と津波の被害およびそれからの復旧、復興に焦点を当てることから、岩手県と

宮城県を対象とし、原発事故の影響がより大きい福島県を含めない。 

本研究では、被災市町村における東日本大震災以降の地方税収の構造的な特徴が鮮明に

なり、また、ポスト復興に対する地方税収の可能性あるいは限界が明らかになる。したがっ

て、本論は、財政学ならびに地方財政学（論）の側面から、大災害地方税制の分析方法論の

展開に加えて、大災害下での地方税の問題や課題を把握することができる点で重要な意義

がある。 

 

２．東日本大震災復旧・復興に対する地方税制に関する先行研究 

東日本大震災復旧・復興に対する国の税財政対応に関する優れた研究としては、日本租税

理論学会・第 23 回研究大会（2011 年 11 月）におけるシンポジウム「大震災と税制」の成
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果があげられる。それは地方税を主な分析対象にしていないものの、災害税制あるいは大震

災税制に関する研究方法の鳥瞰図を示した点で非常に重要な意義がある。そこでは税法論

からのアプローチとして通常法（一般法）ならびに特例法の枠組みで大震災税制が捉えられ

る。そして、租税実定法と租税手続法の両側面に加えて比較法的検討が重視されており、こ

の点は石村（2011）、増山（2014）からも確認することができる。これに対して、シンポジ

ウム報告のうち宮入（2012）は財政学の側面から、東日本大震災の災害としての特徴を整理

し、災害復興の基本的理念を示したうえで、東日本大震災復興基本法の問題を指摘し、復旧・

復興制度の大転換の基本原則を提示する。また、それは特例法制度にもとづく国の復興財

源・増税に関する問題と課題を広く提起している。 

宮入（2012）は国の税財政対応に対する批判的視点から、「下から内からの人間本位・被

災住民と自治体主導の復興」を提示しており、このことは拙著等で踏襲している。他方、東

日本大震災復興特別区域法（以下、復興特別区域法）にもとづき導入された復興特区税制は

分析対象になっていない。この点では、宮本（2013）は国内外における過去の経済特区税制

を踏まえて、復興特区税制（国税・地方税対応）を分析しており、大震災地方税制の展開に

とって示唆に富む。宮本（2013）からは、被害の状況や復旧の進捗などを考慮したうえで、

復興に向けた地域間格差是正を進めるのであれば、特区対象地域が非常に広範になり、一律

適用の措置ばかりとなりつつあることは、制度の効果的な対応の点で望ましくない、という

懸念が読み取れる。宮入（2012）や宮本（2013）を踏まえると、大震災の被害等の特徴から、

復興特別区域法制度は否定されないとしても、「走りながら」見直されるべきものであろう。 

宮﨑（2021）は被災市町村を対象とする市町村税の分析の意義として、「復旧・復興事業

による税収増がなくなれば、地方交付税の動向によっては厳しい財政運営となる可能性」が

あり、「被災自治体の復旧・復興事業終了後の将来を考える上で大きな手がかりとなる」点

をあげる。そして、分析手法として、主な税目の税収を震災前後で把握し、変化率を分析す

ることがあげられる。ここでのポイントは、政令市である仙台市を含む、含まない、という

2パターンとなる。宮﨑（2021）では、主な税目の税収は固定資産税の土地分と家屋分を除

いて、震災前の水準を上回っていることが明らかにされている。そして、そのなかで大きな

税収源である個人住民税所得割の増収の理由として、課税対象所得の増加があげられてい

る。それは税制改正というよりも、復旧・復興事業とくにハード事業の影響であり、主に建

設業にかかる個人・企業所得の増加をさす。したがって、増収効果が一時的に終わることが

あり、ポスト復興における税収水準の維持可能性に関して悲観的な見通しが示されている。 

こうした分析結果は、被災市町村の市町村税の実態把握やポスト復興に向けた財政対応

の課題などにとって示唆に富む。しかし、分析方法論としてはいくつかの不十分さがある。

まず、岩手や宮城などの 3県、各県の沿岸市町村を個別にみる視点はほとんどなく、したが

って、市町村間の差異に注目する発想もほとんどない。また、税収変化の理由の解明にあた

っては、基本的なデータの範囲での分析にとどまっており、表面的な説明に終わっている。

税制改正はある程度考慮されているが、特例法にもとづく復興増税の影響が考慮されてい
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るかは不明である。税制改正といっても、市町村にとって大きな財源である地方消費税交付

金のように、消費税率の引き上げに伴う準市町村税としての影響も含まれる。さらに、地方

税収減に対しては、国が復興特別交付税でカバーする部分があり、この影響を見極める必要

がある。 

こうした地方税財政の側面に対して、宮﨑（2021）は「復旧・復興事業の終了を地域の衰

退に直結させないためにも」、ポスト復興に向けて、新たな基盤産業（再生可能エネルギー）

の構築を求めている。このことは税収確保の維持可能性にとっても重要な意義を持つ。しか

し、その場合、被災地域の震災前の市町村財政や経済・社会の状況を把握しておくことは必

須である。そして、復興ビジョンを念頭に置き、被害の状況に加えて、復旧・復興の実態を

丁寧に踏まえながら、ポスト復興における種々の取り組みの新規性（断絶性）あるいは継続

性が見極められなければならない。 

市町村間で被害の大きさが違えば、復興の進捗にも差異が生じうるが、復興のプロセスは

地域・自治体の自己努力の他に、国の復興政策や財政措置、国や地域・自治体レベルの経済

状況なども影響する。本論は、それらの影響による復興の進捗の差異に何らかの問題があれ

ば、差異というよりも「格差」と批判的に呼称し、その是正策を検討しようとするスタンス

である。今回、この側面に対して、地方税からアプローチし、市町村間の税収の差異という

よりも、格差が目立ってみられるのであれば、復興格差の一側面として捉え、その構造が明

らかにされなければならないことになる。 

本節の最後に、大震災地方税制について復興特区税制を含めて分析する意義を確認して

おく。災害税制の役割として災害からの被災者の救済、復興の促進があげられるなか、復興

特区税制は復興特別区域制度における主要な措置の 1つである。この制度は、東日本大震災

からの復興を円滑かつ迅速に進めるため、一定の被害が生じた地方自治体が１、2011 年 12

月施行の東日本大震災復興特別区域法にもとづく計画（復興特区税制の場合は復興推進計

画）を作成し、国に認められた場合等に、規制・手続の特例や税制、財政、金融上の特例を

受けられる仕組みをさす（図 1）。復興を進めるうえで、法制上の規制や手続の複雑さなど

がその阻害要因になることが問題にされうるので、それを緩和しようとするものである。 

復興庁スタッフの執筆による近藤（2019）にしたがえば、復興特区税制を分析対象にする

意義として、以下の点があげられる。「平成 29年度末までの復興特区税制の指定件数は 5,068

件、投資実績は 2兆 8,352億円となっている様に、被災地の復旧・復興への効果は極めて大

きく、また、被災者（個人）や被災事業者（個社）の資産等に対する個別直接的な補助等に

は自ずと一定の限界があることを踏まえると、税制上の特例措置に期待される部分は決し

て少なくない」。そのうえで、近藤（2019）は、「税制特例の多くが 2020年度末をもって終

了することから、被災自治体においても、当該特例の実績や今後の需要等について積極的に

調査検証する必要がある」と述べる。この点を本研究に位置づけると、地方税収を時系列で

把握するなかで、復興特区税制が与える税収増減インパクトを見極めながら、個人・地域レ

ベルの仕事（経済）の復興に対する効果を分析することが重要になる。 
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３．東日本大震災被災市町村における地方税収の実態 

3－1．岩手と宮城の沿岸地域の経済復興状況 

 東日本大震災の被害の特徴は宮入（2012）、桒田（2016a）などに委ねるとして、ここでは

岩手、宮城の沿岸市町村の被害状況ならびに復興状況を簡潔に整理しておく（表 1）。 

最初に、被害状況である。人的被害は岩手沿岸南部、宮城沿岸に集中している。死者・行

方不明者は岩手沿岸のうち陸前高田市、大槌町、釜石市で約 7 割、宮城沿岸（仙台市を除

く）のうち石巻市、気仙沼市、東松島市で 6割を占める。表には記載していないが、住家被

害もおおよそ同様であり、全半壊の場合、宮城沿岸（同）8.9万棟のうち既述の 3市で 6割

超を占める２。ただし、仙台市の全半壊棟数は約 14万棟に及び、沿岸最多の石巻市の 3.3万

棟を大きく上回る。他方、岩手沿岸の状況はかなり異なる。全半壊は 2.3万棟であるが、陸

前高田市、大船渡市、釜石市、大槌町、山田町、宮古市で大きな違いはなく、これら 6市町

で 95％を占める３。 

次に、地域経済の復興状況である。人口の推移は市町村によって大きく異なり、岩手沿岸

では大槌町、陸前高田市、山田町、宮城沿岸では女川町、南三陸町、山元町が震災前の水準

から 20％以上減少している。逆に、仙台市、名取市、利府町は増加しており、多賀城市、岩

沼市もほとんど変化していない。仙台市では震災前から 5万人超の増加となっており、これ

は宮城沿岸での人口減少数から死者数・行方不明者数を引いた値を上回る。 

市町村内生産額はほとんどの市町村で震災前から増加している。岩手沿岸の 2010 年～

2018 年の増加率は釜石市 21.9％～田野畑村 112.7％で大きく異なるが、いずれの市町村も

20％を超えており、宮城沿岸に比して高い水準となっている。宮城沿岸の増加率もさまざま

であるが、その構造はやや異なる。被害の大きい南三陸町（45.5％）、石巻市（26.5％）、山

元町（26.4％）、亘理町（25.4％）、気仙沼市（25.3％）が上位を占め、また、七ヶ浜町（35.7％）

や名取市（33.6％）も高い水準である。逆に、人口減少がほとんどみられない多賀城市（1.4％）

や岩沼市（7.2％）の水準が低い。 

既存の土地利用計画（都市、農地、森林等）の枠組みを超えて迅速な

図1　復興特区制度の概要

≪制度のポイント≫

①復興特別区域での規制・手続等の特例、税・財政・金融上の支援

②地方自治体の取り組みにワンストップで総合的な支援を行う仕組み

（注）各特例の内訳は一例にすぎない。

（出所）復興庁ホームページ・復興特別区域制度欄から筆者作成。

特例措置

復興交付金

復興特区支援利子補給金

≪国と地方自治体の協議会を通じて特例措置を追加・充実≫

≪規制・手続等の特例≫

（住宅）公営住宅の入居基準の緩和

（産業）漁業権の免許に関する特例

≪土地利用再編の特例≫

土地利用再編を行う特別措置

　　医療機器製造販売業等への参入を円滑にする許可基準の緩和

≪税制上の特例≫

地方税減免の減収補填

優良賃貸住宅の投資促進税制

地域貢献会社への出資にかかる所得控除

≪財政・金融上の特例≫

被災地の産業集積のための投資・雇用・研究開発を促進する税制
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1 人当たりの市町村民所得をみると、全市町村が震災前から増加している。岩手沿岸の

2010年～2018年の増加率は久慈市 32.3％～田野畑村 66.1％であり、普代村（61.0％）、大

槌町（59.4％）、野田村（56.2％）が上位を占める。宮城沿岸の増加率は七ヶ浜町 12.2％～

南三陸町 50.0％であり、沿岸北部の女川町（48.6％）、気仙沼市（38.7％）、石巻市（36.6％）

が上位を占める。なお、岩手沿岸と違い、宮城沿岸は必ずしも市町村内生産額と 1人当たり

市町村民所得の増加率に相関はみられない。たとえば、女川町の町内生産額の増加率は－

20.7％である。松島町のそれは－65.0％であり、主に製造業の顕著な落ち込みによるのに対

して、1人当たり町民所得の増加率は 28.2％である。 

 ここで注意を喚起しておきたいのは、市町村内生産額や 1 人当たり市町村民所得の推移
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から、地域経済の全般的な復旧は十分になしえたようにみえるが、個々の産業あるいは個々

の市町村に着目すると、逆の状況がある。この点はポスト復興における地域経済の維持可能

性に深く関わる。とくに岩手沿岸の市町村内生産額の増大に最も大きなインパクトを与え

たのは、建設業である。建設業の生産額をみると、田野畑村は 5 倍超になり、当村を含め

2018年にピークを迎えた市町村における市町村内生産額の増加率が高い４。野田村、普代村、

宮古市、山田町、釜石市、大槌町、陸前高田市における建設業の生産額のピークは 2017年

以前であったので、時期によっては増加率もかなり違っていた。これに対して、宮城沿岸の

場合、建設業のインパクトは大きかったものの、気仙沼市や多賀城市などのように、基幹産

業である製造業の業況悪化が著しい。他方、卸売・小売業や不動産業などが総体的に微増し

ており、結果として構造的な差異がみられる。 

これに対して、岩手の基幹産業である漁業における水揚量・金額（魚市場ベース）は回復

のきざしがあったものの、震災前の水準に大きく届いていない５。ただし、野田、普代の各

魚市場は著増している。岩手の観光客入込数では普代村は 80％超増加し、宮古市も近似し、

盛岡市も 20％超の伸びを示す一方で、田野畑村は 40％近く減少し、南部の市町は山田町の

増加を除いて震災前には程遠い６。製造品出荷額は県単位でみると、震災前の水準を大きく

上回っているものの、宮城では石巻圏や気仙沼・本吉圏は震災前の水準にも届いてない７。

生産額を市町村別でみると、名取市では卸売・小売業や不動産業などが非常に好調であり、

また、仙台市に至っては多くの業種で堅調な伸びを記録している。こうして市町村間（内陸

と沿岸、都市と農漁村）、業種間などで復興状況はかなり異なる。 

こうして多角的に分析すると、地域経済の再建が大きく進み、地域間の経済格差も縮小し

たようにみえるのは、主に復旧・復興ハード事業（とくに公共投資）の影響による。したが

って、それは「復興特需」と表現されるように、一時的であるかもしれない。だとすれば、

そこに地域経済の維持可能性につながる要素を見いだすというよりも、個別の産業や市町

村などにも焦点を当てた丁寧な分析を通して、同様の作業を行う方が重要になってくる。そ

して、根本的には、維持可能な地域経済を目指した復旧・復興事業（復興政策）や、本研究

の文脈でいえば震災税制（租税政策）が問われることになる。 

最後に、人的・住家被害と同じく、未曾有の被害を受けた公共施設等の復旧状況である。

その復旧は、社会的インフラとして地域経済を下支えしている。この点は既に桒田（2021a）

で整理されており、簡潔に記載すると、公共施設（ハコモノ）の整備にせよ、いわゆる面的

事業（防災集団移転促進事業など）にせよ、ほぼ終了している。他方、防潮堤や水門などの

海岸保全施設の整備に至っては、一定程度の箇所で継続されている。今後、被災者生活支援

を典型とする、いわゆるソフト事業の継続、充実が肝要となる。ここで後述する税収との関

係で注意を喚起したいのは、面的整備により、民間ベースの宅地造成や住宅再建が進めば、

固定資産税収入が回復することになる一方で、防災公園や災害公営住宅などの整備や被災

住宅用地の公有化（復興事業にかかる市町村の購入・被災者の売却）にみるように、民間に

代わって公共の用地や施設が増えたので、課税客体が縮減している。 
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3－2．岩手と宮城の沿岸市町村における地方税収の推移と特徴 

 ここではこれまでの本論の展開を踏まえて、岩手、宮城の沿岸市町村を主な対象として、

市町村税収の推移を、データを用いて多角的に分析し、その特徴を明らかにする。また、両

県の県庁所在地である盛岡市や仙台市との比較分析も想定されている。 

本分析にあたっては、沿岸市町村および仙台市、盛岡市の税務担当職員等に対して書面等

によるインタビュー調査を行った。具体的には、2021 年 8 月に、筆者が書面により事前に

研究目的や質問一覧を示し、後日、回答をいただくことにし、電話、対面により補足質問を

提示した。この作業の意義は、税収増減等の要因を詳細かつ正確に把握しようと思えば、市

町村の担当者に直接コンタクトをとるのが、最も合理的である点に見いだせる。 

１）地方税全般 

本研究では岩手、宮城の沿岸市町村と盛岡市、仙台市の 2009年度（大震災前）から 2019

年度までの主な税目の各年度の税収および税収の伸び率を整理した。ここでは紙幅の関係

上、盛岡市と仙台市、各県の沿岸市町村の合計、岩手と宮城のそれぞれの沿岸で最も伸び率

の高い 2自治体、最も伸び率の低い 2自治体の 2009年度、2014年度、2019年度の税収の状

況を表にした（表 2）８。 

表 2から次の特徴がみられる。第一に、岩手と宮城の沿岸市町村の市町村税収（合計）は

2019年度時点で同程度の伸び率を示すが、そのプロセスには大きな違いがある。前者は早々

に震災前の水準を超えている一方で、後者はそうでない。前者の場合、市町村民税法人分の

増収インパクトが早くから大きく、後者の場合、固定資産税収の伸びが後になってさらに大

きくなった。 

第二に、市町村税収の伸び率の差異は岩手と宮城の沿岸市町村間において同程度で、いず

れでも大きいが、宮城沿岸市町と仙台市の差異はさらに大きい。大槌町、女川町、七ヶ浜町

は税収の回復に時間を要しており、固定資産税収が深刻である。女川町では、当町に立地す

る女川原子力発電所を管理運営する東北電力の大規模償却資産の減収の影響が非常に大き

い。女川町に加えて塩竃市や松島町など、固定資産税と市町村民税所得割が震災前の水準を

超えていない市町がいくつかある。 

第三に、固定資産税に次ぐ第 2位の税収源である市町村民税所得割は、宮城沿岸の半数近

くの市町を除いて震災前の水準を回復している。大槌町の場合、岩手沿岸で最も税収が落ち

込んだものの、著しい増加を示す。これは 1納税義務者当たりの（課税対象）所得の増加で

ある９。宮城では名取市、岩手沿岸北部の多くの市町村の所得割の伸びが大きく、仙台市は

さらに大きい。 

大震災直後にあたる 2011年度を中心とする地方税収の大きな低下の主な要因は、市町村

民税所得割であれば、2011年度は被災にかかる減免、2012年度～2016年度、2017年度は被

災により住宅等に被害があった者の雑損控除である１０。2013年度、2014年度以降は雑損控

除が減少する一方で、国・自治体の復興事業が増加したり、あるいは企業の再建が進んだり

して、税収増に作用していく。固定資産税であれば、被災エリアの土地、家屋のそれぞれが
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課税免除されている。その他にも家屋の滅失や償却資産の除却が多いことがあげられる。こ

れに対して税収回復の要因は、土地であれば地価の上昇、家屋であれば被災家屋に代わる家

屋の新築増加などとなる。市町村たばこ税は市町村によっては 3 番目に大きい税収源とな

っているが、ここでは岩手、宮城の沿岸で最も税収の伸び率が高い名取市のケースを取り上

げる（名取市の回答による）。復旧・復興事業等に伴う関係者の流入により、たばこの売上

本数の減少に歯止めがかかり、一時的に収入が増加していた。復旧・復興事業の終息と全国

的なたばこ離れにより、売上本数は減少傾向にあり、収入額も若干減少したものの、税率変

更の影響もあり収入は高い水準で推移している。 

 

 

2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度

小計 18,892 21,095 21,228 120 138 190 93 110 127 723 787 824 477 424 509 9,694 11,476 11,823

100 111.7 112.4 100 114.9 158.7 100 118.1 136.2 100 108.9 114.0 100 88.9 106.7 100 118.4 122.0

個人均等割 413 489 516 5 7 7 4 5 5 31 32 31 20 22 20 352 402 392

100 118.4 124.9 100 147.0 148.8 100 119.0 120.1 100 103.1 100.4 100 109.6 100.9 100 114.4 111.4

所得割 14,587 15,276 16,130 108 111 145 80 79 103 601 501 638 414 303 424 7,915 7,695 8,794

100 104.7 110.6 100 102.2 134.1 100 98.7 128.8 100 83.4 106.2 100 73.3 102.4 100 97.2 111.1

法人均等割 1,055 1,125 1,152 6 8 9 7 10 10 41 53 56 22 28 29 632 743 762

100 106.6 109.2 100 130.4 159.5 100 138.2 134.3 100 130.0 137.4 100 127.7 132.5 100 117.7 120.6

法人税割 2,836 4,206 3,429 1 13 29 2 16 9 50 201 99 21 71 36 796 2,636 1,876

100 148.3 120.9 100 1239.2 2832.5 100 880.1 504.1 100 400.7 196.8 100 336.9 171.1 100 331.2 235.7

17,710 17,039 17,106 139 128 141 107 108 123 883 577 781 511 304 376 12,764 10,717 11,301

100 96.2 96.6 100 91.9 101.3 100 100.6 114.9 100 65.3 88.4 100 59.5 73.6 100 84.0 88.5

1,727 2,228 1,972 29 40 30 13 17 14 118 150 144 125 159 138 1,533 2,138 1,851

100 129.0 114.2 100 137.0 103.0 100 123.8 101.3 100 126.8 121.4 100 126.8 110.0 100 139.5 120.7

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2,258 2,097 2,136 ― ― ― ― ― ― 24 0 ― ― ― ― 24 0.1 ―

100 92.9 94.6 ― ― ― ― ― ― 100 0.4 ― ― ― ― 100 0.5 ―

41,044 42,973 43,150 298 316 376 223 245 277 1,800 1,567 1,815 1,144 916 1,059 24,576 24,931 25,746

100 104.7 105.1 100 106.2 126.1 100 109.9 124.5 100 87.0 100.8 100 80.1 92.6 100 101.4 104.8

2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度

小計 80,760 89,456 116,320 4,197 4,817 5,199 7,096 7,353 8,183 906 858 872 473 339 478 30,801 31,663 33,901

100 110.8 144.0 100 114.8 123.9 100 103.6 115.3 100 94.7 96.2 100 71.6 101.0 100 102.8 110.1

個人均等割 1,400 1,768 1,896 96 123 136 210 236 243 28 32 33 14 12 11 887 1,007 1,050

100 126.3 135.4 100 127.7 141.2 100 112.5 115.7 100 114.2 115.4 100 87.0 76.1 100 113.5 118.4

所得割 58,650 59,845 88,832 3,375 3,618 4,138 5,742 5,313 6,275 824 773 788 359 224 341 25,706 24,268 27,591

100 102.0 151.5 100 107.2 122.6 100 92.5 109.3 100 93.8 95.7 100 62.4 94.9 100 94.4 107.3

法人均等割 4,446 4,981 5,357 266 280 312 388 435 448 28 30 27 34 37 36 1,608 1,745 1,824

100 112.0 120.5 100 105.4 117.2 100 112.1 115.5 100 106.7 95.3 100 111.2 108.8 100 108.5 113.4

法人税割 16,263 22,861 20,235 460 795 613 755 1,369 1,217 26 23 24 67 65 90 2,600 4,643 3,435

100 140.6 124.4 100 172.7 133.2 100 181.2 161.1 100 91.1 92.9 100 97.6 135.3 100 178.6 132.1

68,258 64,275 75,205 4,978 4,814 5,092 7,992 6,404 8,599 1,274 1,134 1,035 3,587 2,846 2,729 37,689 31,162 36,414

100 94.2 110.2 100 96.7 102.3 100 80.1 107.6 100 89.0 81.2 100 79.4 76.1 100 82.7 96.6

6,740 8,831 7,685 377 586 541 1,086 1,488 1,266 72 91 80 58 57 55 4,010 5,529 4,761

100 131.0 114.0 100 155.3 143.6 100 137.0 116.6 100 126.3 110.8 100 98.2 94.0 100 137.9 118.7

4,756 5,190 5,661 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

100 109.1 119.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

13,535 13,013 15,080 778 780 841 1,083 685 1,092 85 66 81 ― ― ― 4,193 3,195 4,086

100 96.1 111.4 100 100.3 108.1 100 63.2 100.8 100 77.9 95.2 ― ― ― 100 76.2 97.5

175,213 182,135 221,797 10,439 11,128 11,870 17,563 16,274 19,584 2,373 2,190 2,119 4,145 3,261 3,289 77,928 72,911 80,954

100 104.0 126.6 100 106.6 113.7 100 92.7 111.5 100 92.3 89.3 100 78.7 79.3 100 93.6 103.9

（注）１．仙台市、盛岡市以外は各県沿岸で市町村税収の伸びが最も大きい団体、最も小さい団体の上位2つを取り上げている。

２．主な税目を記載しているため、各税目の数値を足しても合計の数値にはならない。

３．各税目の下段は2009年度の税収を100とした場合の増減指数をさす。

（出所）総務省ホームページ・決算カード欄から筆者作成。

沿岸12市町村

都市計画税

合計

盛岡市

固定資産税

市町村たばこ税

事業所税

都市計画税

合計

（単位：百万円）

市町村

民税

固定資産税

市町村たばこ税

表２　岩手、宮城の沿岸市町村における市町村税収の推移（主な税目）

市町村

民税

野田村 田野畑村 大槌町陸前高田市

仙台市 石巻市 女川町七ヶ浜町名取市 沿岸14市町（仙台市を除く）

事業所税
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盛岡市の地方税全般の推移は沿岸市町村とはかなり異なる。盛岡市の回答によれば、震災

の影響は税収減に作用する形ではほとんどあらわれておらず、2012 年度以降、震災復興需

要や景気の緩やかな回復基調により、市税収入（合計）は微増傾向にある１１。2015 年度～

2018 年度の伸び悩みの要因としては、震災復興需要が落ち着いた後、県内経済は緩やかな

回復基調にあったものの、税制改正の影響が一定程度あったことがあげられる。たとえば、

市民税法人税割において、その算出基礎となる法人税の税率が引き下げられた（後述）。ま

た、地方法人税（国税）の 2014年創設、2019年拡充があげられる。すなわち、地域間の税

源の偏在を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人税割の一部が地方法人税となり、こ

の税収の全てが地方交付税の原資に組み入れられた。 

 

２）固定資産税 

次に、固定資産税収を詳細に分析する。その内訳の推移を土地、家屋、償却資産で整理す

ると、表 3のとおりである。 

 

 

2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度2014年度2019年度 2009年度 2014年度 2019年度

洋野町 165 158 149 8.1 8.6 9.2 286 298 304 2.8 3.1 3.2 97 126 255

久慈市 650 573 525 8.2 8.5 7.8 788 802 817 1.1 1.3 1.3 245 308 374

野田村 37 28 33 6.1 11.9 11.7 73 59 71 1.2 2.3 2.2 27 39 36

普代村 20 20 19 16.1 16.2 17.2 45 42 45 2.0 2.8 2.9 31 38 35

田野畑村 19 15 17 12.3 22.5 17.7 60 48 55 5.6 1.7 1.7 28 45 51

岩泉町 109 90 75 10.7 12.1 12.4 134 128 134 0.9 1.1 1.2 97 113 111

宮古市 1,105 635 708 13.2 13.7 12.6 1,167 955 1,017 1.5 1.7 1.9 564 665 607

山田町 188 98 125 8.9 17.3 26.3 258 165 226 1.4 1.9 3.2 77 121 113

大槌町 146 46 55 11.9 29.5 39.4 258 122 180 1.7 4.6 7.2 88 128 112

釜石市 885 484 549 5.4 11.0 16.4 906 648 711 5.6 0.3 1.1 525 565 604

大船渡市 703 492 543 13.6 14.4 19.9 898 765 894 0.9 1.7 1.3 391 587 454

陸前高田市 322 139 200 7.3 21.4 25.5 449 232 391 0.9 3.0 5.2 107 201 154

沿岸12市町村 4,348 2,777 2,999 10.1 13.5 16.7 5,325 4,267 4,843 2.0 1.8 2.2 2,279 2,936 2,906

盛岡市 6,936 5,899 5,815 10.1 10.2 9.6 8,072 8,252 8,393 2.7 2.8 2.8 2,433 2,655 2,699

気仙沼市 1,142 694 832 7.0 31.7 18.6 1,539 942 1,221 2.2 2.5 3.0 431 593 645

南三陸町 205 79 117 6.9 27.0 36.4 366 193 344 2.5 3.4 3.1 105 184 190

石巻市 2,537 1,540 2,258 7.1 10.5 17.4 3,497 2,451 3,564 1.4 9.0 0.6 1,915 2,376 2,725

女川町 148 68 85 9.6 48.2 54.8 978 834 883 0.5 9.2 17.9 2,458 1,944 1,760

東松島市 561 446 473 9.8 28.4 27.0 775 567 725 0.5 2.4 3.6 212 318 328

松島町 282 227 205 4.3 4.6 5.3 460 407 407 0.3 0.3 0.4 163 188 204

利府町 604 573 650 4.4 5.7 5.4 927 924 904 2.1 2.0 1.8 597 633 623

塩竃市 872 628 715 6.9 10.5 9.7 1,192 840 1,101 1.3 2.6 2.3 344 384 391

七ヶ浜町 364 238 309 7.2 14.5 14.0 340 313 346 0.4 0.3 0.4 567 581 377

多賀城市 1,142 779 1,089 21.2 21.6 20.3 1,441 1,086 1,532 2.3 2.5 2.3 651 533 560

名取市 1,901 1,711 1,744 8.0 9.7 13.4 2,023 2,052 2,311 0.4 1.1 1.4 973 905 891

岩沼市 969 810 897 7.3 15.2 12.1 1,339 1,049 1,246 0.4 0.4 0.4 1,127 1,048 1,155

亘理町 603 430 501 4.0 13.3 11.6 722 569 677 0.3 0.5 1.0 254 270 410

山元町 225 135 151 9.6 43.7 28.1 313 185 250 0.8 13.7 1.7 143 133 293

沿岸14市町 11,554 8,359 10,026 8.1 18.2 17.8 15,913 12,412 15,509 1.4 4.2 1.8 9,939 10,091 10,551

仙台市 23,381 22,551 26,293 17.5 19.3 17.7 34,450 31,999 36,316 6.9 7.2 7.1 10,049 9,424 12,207

土地（宅地のみ） 家屋

非課税家屋の割合（％）
税収・土地分（百万円） 税収・家屋分（百万円） 税収・償却資産分（百万円）

非課税地籍の割合（％）

表３　固定資産税（市町村分）の内訳の推移

（注）１．非課税地籍の割合は非課税地籍（㎡）と評価総地積（㎡）の合計から算出している。非課税家屋の割合は非課税家屋と総棟数（非課税家屋は含まれない）の合計から

２．宮古市、気仙沼市の2009年度税収は、それぞれが後に合併した川井村、本吉町の分を含む。

（出所）総務省ホームページ・地方財政状況調査個別データ欄、同固定資産の価格等の概要調書欄から筆者作成。

算出している。
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第一に、土地分の固定資産税収は岩手、宮城のいずれの沿岸も震災前の水準よりも低下し

ている。この主な要因として、固定資産税評価額の低下（災害危険区域の指定による）や非

課税地籍の割合の増大があげられる。とくに岩手沿岸の場合、税収は大きく落ち込み、その

後も回復が思わしくない。課税の減免等の減収作用が強くみられる。逆に、仙台市の場合、

税収の落ち込みは小さく、震災前の水準を大きく上回っている。震災後の被災家屋の建て替

え需要や地価の上昇の影響がより大きい（仙台市の回答による）。 

第二に、家屋分では宮城沿岸の税収は震災前の水準まで回復しているが、岩手沿岸のそれ

はかなり下回っている。岩手沿岸ではとくに陸前高田市、大槌町の税収の回復が遅く、非課

税家屋の割合が突出して高い状況である。宮﨑（2021）で分析されているように、土地分と

家屋分は相関関係がみられ、両町などのように、防災集団移転促進事業などの面的な復旧・

復興事業に時間を要し、新たに課税される土地の造成や家屋の建設が進まないと、税収への

影響はさらに大きくなる。 

第三に、逆に、償却資産分は岩手沿岸では震災前の水準を大きく上回っており、宮城沿岸

では震災前の水準を維持している。とくに被害が大きい市町村ほど、土地分、家屋分とは対

照的に増加の程度が大きい（女川町を除く）。この主な要因は国・自治体の復興ハード事業

や企業の設備等（再）取得の増大の影響である。仙台市の場合、税収はいったん低下したも

のの、顕著に増加している。 

岩手、宮城の沿岸のうち、2019 年度時点で固定資産税収が震災前の水準から最も回復が

遅い大槌町と、逆に宮城沿岸のなかでその伸びが最も大きい石巻市を対象にして、その要因

を明らかにする。 

大槌町の固定資産税では家屋分の税収減が土地分よりも大きかった。当町の回答によれ

ば、震災前に約 10,500 戸あった家屋が、震災後に約 5,400 戸まで減少している。被災直後

は、以前の中心市街地の土地の減少、家屋の減少により大幅に減収していたが、近年は家屋

の増加により、税収は増加傾向になっている。2020 年度で家屋数は約 6,800 戸、評価額は

約 235 億円（2010 年度約 194 億円）、家屋基本固定減免税額は約 3,200 万円（同ゼロ）で

ある。 

石巻市の固定資産税収では土地分が震災前の水準に戻っておらず、家屋分はそれを少し

上回っているのに対して、償却資産分は早々にそれを上回り、増え続けている。当市の回答

によれば、償却資産分は震災直後の一時的な減少後、復旧に伴い事業用資産の新規取得が進

み、また、2019 年度以降、大企業による再生可能エネルギー施設への設備投資が盛んにな

っている。総合的には、特例措置を含め公的支援の拡充が短期間での税収回復に大きく寄与

した。 

 

３）市町村民税所得割等 

次に、市町村民税所得割を中心に、固定資産税以外の税収の推移を詳細に分析する。 

第一に、所得割収入の伸び率は岩手沿岸北部の野田村や田野畑村など、名取市、仙台市で 
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大きく、また、個人均等割でも同様の傾向がみられるが、その構造は大きく異なる。岩手の

両村などでは、村民税法人均等割、同法人税割も同様に大きく伸びている。この主な要因は、

税制改正というよりも、ハードの復旧・復興事業の影響であり、主に建設業にかかる個人・

企業所得の増加や雇用創出（大手企業の社員の転入など）である１２。両村などの所得割納

税義務者数は震災前の水準を超えており、田野畑村の 2009 年度から 2019 年度までの伸び

率は 17.8％に及ぶ１３。表 4は岩手、宮城の沿岸市町村等の 1納税義務者当たりの市町村民

税所得割の推移である。それは岩手沿岸、宮城沿岸北部で大きく伸びているが、野田村と田

野畑村の数値は突出している。結果、沿岸市町村間に加えて、盛岡市との所得割の税収格差

は大きく是正されている。筆者は住民 1人当たりの税収も算出したが、この点でも格差是正

はある程度みられる。とはいえ、両村などの税収の水準は沿岸平均に届いていない。 

 

   

 

 なお、既述のとおり、岩手沿岸市町村という括りでも、市町村民税法人税割、同法人均等

割の伸び率の大きさがあげられる。長期にわたる土木工事中心の大規模復旧・復興事業によ

り、当該市町村に多くの事業所が新規で立地したことなどの影響が非常に大きい１４。法人

税割は法人税額を課税標準とするが、震災直後に全国ベースの税制改正により、法人税率が

基本税率 30％から 25.5％に大きく引き下げられている（2012年 4月以降に開始する事業年

度から適用）。また、復興特区税制による法人税の負担軽減策が講じられており、法人税割

にとっては減収インパクトになっていたにもかかわらず、高い増収水準が実現している。 

第二に、名取市の所得割の 2009 年度から 2019 年度までの伸び率は宮城沿岸で突出して

高い。これは、多くの人口流入や好調な地域経済などを背景に、納税義務者の増加率が

20.5％で宮城沿岸のなかで最も高く、また、震災前から市民 1 人当たりの所得や 1 納税義

務者当たりの税収がトップクラスで、かつ震災前の水準を上回っていることによる。 

第三に、固定資産税収入と同様に、所得割収入も仙台市と宮城沿岸、さらに岩手沿岸との

格差が目立つ。仙台市の市税収入（合計）の大きな伸びはとくに所得割の増収によるもので

2009

年度

2011

年度

2012

年度

2014

年度

2019

年度

2009

年度

2011

年度

2012

年度

2014

年度

2019

年度

洋野町 72.7 65.9 69.1 72.7 78.8 気仙沼市 82.0 60.3 89.8 88.3 91.3

久慈市 82.7 77.5 85.0 88.6 94.0 南三陸町 77.0 41.0 88.5 82.5 85.4

野田村 67.6 43.3 67.1 79.5 87.1 石巻市 90.9 56.9 97.3 102.7 101.7

普代村 66.3 62.5 66.0 65.0 82.5 女川町 90.5 46.8 111.6 108.0 130.9

田野畑村 69.0 55.1 62.0 67.8 75.5 東松島市 85.9 46.0 85.1 98.3 93.2

岩泉町 74.5 66.1 71.7 71.0 77.2 松島町 84.1 72.4 83.2 88.4 88.6

宮古市 82.8 65.3 87.3 89.8 91.3 利府町 111.5 99.7 113.0 113.1 111.2

山田町 72.1 44.5 77.5 77.8 82.5 塩竃市 95.2 79.6 89.6 88.5 93.0

大槌町 73.7 31.9 76.6 87.6 89.3 七ヶ浜町 95.3 80.1 97.4 97.0 92.8

釜石市 83.5 62.5 91.9 91.2 94.8 多賀城市 106.3 84.9 109.4 105.2 105.7

大船渡市 82.8 59.0 88.3 89.3 93.3 名取市 111.5 94.4 117.0 113.7 113.4

陸前高田市 71.9 36.9 73.1 80.6 82.6 岩沼市 103.3 88.4 105.4 104.5 102.4

沿岸12市町村 79.3 60.1 83.2 85.8 89.6 亘理町 89.3 66.6 89.4 91.7 89.1

盛岡市 113.9 108.5 113.3 116.3 118.0 山元町 78.8 49.0 81.0 83.1 81.7

沿岸14市町 95.2 71.6 100.1 100.4 100.3

仙台市 126.1 107.3 127.8 128.4 172.8

（注）宮古市、気仙沼市の2009年度分は後に合併した川井村、本吉町を含む。

（出所）総務省ホームページ・市町村税課税状況等の調欄、総務省提供資料から筆者作成。

表4　1納税義務者当たりの市町村民税所得割収入の推移

（単位：千円）
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あり、所得割の伸び率も宮城沿岸の水準を大きく上回る。実は、これは税制改正がかなり影

響している１５。とはいえ、その分を割り引いても、人口および納税義務者の増加などを背

景に、増収の程度が大きい点に目立った特徴がある。 

第四に、視野を広げて、全国ならびに県内陸と比較してみる。2009年度から 2018年度ま

での全国市町村の市町村民税所得割収入の伸び率は 10.0％、固定資産税収入のそれは 0.6％

であるので、岩手沿岸では所得割がわずかに上回る一方で、固定資産税は大きく下回る１６。

宮城沿岸は両税目ともに下回る。これに対して、仙台市は両税目とも大きく上回っており、

対照的な状況がみられる。仙台市に至っては、市民税収（合計）でも全国レベルでみて大き

な伸びを示している。さらに、宮城県では内陸の大和町と大衡村がトヨタ自動車の系列企業

（いわゆる下請け企業）の大集積地であり、それが好調な業績となっていることから、内陸

での高水準が県全体の市町村民税収の全国トップクラスの伸びを支える結果となり、沿岸

との格差が著しい状況である。 

 

４）復興増税、地方消費税交付金 

次に、復興増税、地方消費税交付金から地方税収との関わりにアプローチする。 

復興増税とは、東日本大震災復旧・復興や防災・減災にかかる国・地方自治体の諸事業の

財源確保（主に復興国債の償還財源）のための特別課税をさす。復興増税については桒田

（2016b）で詳細に説明、分析されているので、それに委ねるとして、ここでは地方税収へ

の影響を簡潔に整理する。復興増税のうち地方税の主な対象は道府県民税、市町村民税それ

ぞれの個人均等割であり、年間 500円ずつ、計 1,000円の引き上げとなる。それは 2014年

度～2023年度に全国で適用となり、市町村税にとっては増収を意味する。 

以上の制度改正により、個人均等割の納税義務者が震災前の水準を上回る岩手沿岸北部

の 5市町村、宮城沿岸の 4市 2町（名取市、利府町など）、仙台市や盛岡市では増収効果は

より大きい。名取市の 2019年度の納税義務者数は約 3.5万人であるので、約 1.8千万円の

増収となる１７。 

次に、地方消費税交付金は、道府県が清算後の地方消費税額の 1/2に相当する額を人口や

「経済センサス」（総務省統計局）による従業者数で按分し、市町村に対して交付する財源

である。この交付金は、2014年、2019年の 2度の消費税率の引き上げに伴い、制度上拡充

されてきたが、実際の収入面では地方消費税収入、人口などの変動による。それは市町村に

とっては他の交付金に比して圧倒的に大きな財源であることが特徴である。 

岩手、宮城の沿岸市町村等における地方消費税交付金の推移は表 5のとおりである。表か

ら全ての市町村において 2019 年度の収入が震災前の 2009 年度に比して増大していること

がわかる。そのなかでも、人口が増加している市町の収入の伸びが最も大きく、利府町、名

取市では 2倍を超えている。震災により、この交付金の収入格差は拡大する結果となってい

る。地方交付税制度における基準財政需要額の算定にも人口が用いられているが、人口増減

の影響はあまりに大きいといわざるを得ない。 
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３-３．岩手と宮城の沿岸市町村に対する復興特別交付税と地方税収 

復興特別交付税は通常の特別交付税とは別枠であり、被災自治体の復旧、復興に関わる国

庫補助事業に伴う財政負担や、復興交付金事業に伴う補完財源を軽減、ゼロにするために相

当規模が交付され、大震災経費以外の自己負担（被災自治体の通常対応財政）に影響を及ぼ

さないよう区別されている。ここで取り扱う地方税法等の特例措置による地方税等の減収

に対する補填も算定項目に含まれる１８。復興特別交付税による補填（措置）は次の 3 つの

パートからなる。第一に、地方税法等の改正による減収額、第二に、復興特区にかかる減収

額、第三に、条例による減免額である。大震災下での税制特例を取り扱った近藤（2019）で

は、「税収減という意味で被災自治体にも影響はあるものの、東日本大震災では震災復興特

別交付税で原則全額措置されているため、個別税制の議論というよりは震災復興特別交付

税の議論となっている」と記載されており、制度としての重要な側面が垣間見られる。 

既述の 3 つのパートに対する補填額の推移をみたのが、表 6 である。ここでは紙幅の制

約等から、各市町村でどの税目がどの程度補填されているかまで示していない。各市町村の

市町村税収の推移を踏まえて表をみると、次のような特徴が明らかになる。 

第一に、各市町村において震災直後で地方税収が最も落ち込む時期に、復興特別交付税に

よる非常に大きな規模の補填がみられる。たとえば、大船渡市の 2011 年度の市税収入は

2,688 百万円であり、復興特別交付税収入の 1,231 百万円を足すと 3,919 百万円となり、

2009 年度（3,906 百万円）や 2010 年度（3,842 百万円）の市税収入を若干上回る水準とな

る。このことから、東日本大震災で創設された復興特別交付税の存在意義が非常に大きいこ

とがわかる。 

さらに踏み込んで、復興特別交付税が市町村税収に与えるインパクトを、以下の算式によ

りラフに把握してみる。a市：①2011年度～2019年度（9ヶ年度）の市税収入の合計と復興

特別交付税収入の合計をそれぞれ算出する。②それぞれの値を 9で割り、市税収入と復興特

別交付税収入の年度平均を算出する。③それぞれの値を足し合わせ、Ａとする。④Ａに対す

る 2009年度の市税収入の増減率を算出し、Ｂとする。以上の算式を仙台市と七ヶ浜町にあ

2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度

洋野町 137 166 249 気仙沼市 751 855 1,126

久慈市 352 410 607 南三陸町 163 186 203

野田村 36 44 62 石巻市 1,610 1,850 2,551

普代村 26 29 44 女川町 112 129 120

田野畑村 34 37 55 東松島市 354 433 636

岩泉町 97 115 162 松島町 138 163 240

宮古市 551 634 931 利府町 282 361 603

山田町 154 181 244 塩竃市 556 631 947

大槌町 130 154 175 七ヶ浜町 137 176 272

釜石市 397 448 625 多賀城市 579 697 1,041

大船渡市 407 465 649 名取市 633 830 1,347

陸前高田市 195 231 305 岩沼市 444 536 808

盛岡市 3,026 3,630 5,332 亘理町 289 348 544

山元町 137 164 204

仙台市 10,950 13,237 20,598

表5　地方消費税交付金の推移

（注）宮古市、気仙沼市の2009年度分は後に合併する川井村分、本吉町分を含む。

（出所）総務省ホームページ・決算カード欄から筆者作成。

（単位：百万円）
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てはめてみると、Ｂは前者の 9.5％に対して、後者では－4.3％となる。ここから七ヶ浜町

では、町税収入に復興特別交付税収入を足した金額は震災前の町税収入に届かず、したがっ

て、復興特別交付税が町税収入に与えるインパクトはそれほど大きくなく、また、仙台市と

の格差は非常に大きい。 

 

 

 

第二に、年度の経過、すなわち、復旧、復興が進むにつれて、地方税法等の規定に基づく

税収見込額に対する補填が小さくなる一方で、2013年度あるいは 2014年度から復興特区に
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0

29
,8
37

22
9,
20
0

38
,1
15

10
6,
13
7

5,
29
9

14
9,
55
1

七
ヶ
浜
町

37
8,
95
2

41
5,
82
8

79
4,
78
0

84
,2
33

0
6,
83
0

91
,0
63

27
,4
74

2,
44
3

2,
44
6

32
,3
63

20
,4
31

1,
69
3

91
9

23
,0
43

多
賀
城
市

1,
72
0,
53
1

61
6,
86
5

2,
33
7,
39
6

66
4,
19
1

6,
09
2

8,
77
4

67
9,
05
7

78
,0
14

44
,1
23

6,
29
0

12
8,
42
7

56
,9
62

70
,8
85

56
12
7,
90
3

名
取
市

62
3,
13
9

32
1,
23
1

94
4,
37
0

27
5,
75
5

14
,0
49

19
,3
33

30
9,
13
7

68
,9
62

68
,6
28

19
,2
51

15
6,
84
1

53
,0
01

70
,9
18

10
,0
62

13
3,
98
1

岩
沼
市

96
3,
76
5

33
5,
59
0

1,
29
9,
35
5

22
4,
11
8

2,
12
0

16
22
6,
25
4

44
,0
18

19
,0
75

72
2

63
,8
15

35
,0
29

37
,4
94

0
72
,5
23

亘
理
町

61
4,
56
1

21
6,
13
6

83
0,
69
7

23
2,
87
4

3,
48
0

4,
85
7

24
1,
21
1

73
,6
32

55
,7
52

5,
61
9

13
5,
00
3

45
,1
49

50
,3
71

1,
37
9

96
,8
99

山
元
町

23
6,
42
2

20
8,
08
2

44
4,
50
4

26
1,
90
4

5,
90
6

24
,8
53

29
2,
66
3

28
,6
66

47
,1
85

21
,9
25

97
,7
76

24
,6
21

40
,1
00

17
,5
54

82
,2
75

仙
台
市

5,
74
3,
29
9
11
,7
17
,5
43

17
,4
60
,8
42

3,
71
2,
90
8

31
9,
71
7

18
0,
47
2
4,
21
3,
09
7
1,
04
2,
45
1

64
3,
26
5

90
,9
91

1,
77
6,
70
7

86
5,
71
1

55
2,
12
4

58
,3
68

1,
47
6,
20
3

（
出
所
）
復
興
庁
提
供
資
料
か
ら
筆
者
作
成
。

表
6
　
復
興
特
別
交
付
税
・
地
方
税
等
減
収
補
填
分
の
推
移

20
11
年
度

20
14
年
度

20
17
年
度

20
19
年
度

（
単
位
：
千
円
）
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おける課税免除または不均一課税による減収額に対する補填がスタートし、その規模は増

大する。それは、被害が大きく、復興に時間を要する市町村では、2017年度あるいは 2018

年度にピークを迎える１９。この復興特区にかかる補填の規模が市町村歳入に与えるインパ

クトは、事業所の動向等によるものの、市町村間で大小さまざまである２０。ここから市町

村間の税収格差の直接間接の是正あるいは拡大に関して特定の傾向は見いだしにくい。 

第三に、これに対して、条例による地方税等の減免額に対する補填の傾向は、復興に時間

を要する市町村であれば、岩手と宮城で異なる。それは、前者の場合、2019年度、2020年

度にピークを迎えるのに対して、後者の場合、2015年度、2016年度にピークを迎える（震

災直後の時期を除く）。岩手沿岸のなかで、その補填の金額が 2020年度までの期間で最も大

きい釜石市の場合、固定資産税の減免（津波浸水区域内の土地や家屋を対象とする減免措置）

が主な要因である。その根拠条例は「東日本大震災の被災者に対する固定資産税の減免に関

する条例」であり、2021年 3月 31日で廃止されている（釜石市の回答による）。なお、「条

例による」ということは、市町村の裁量が大きいことをあらわす。対象税目は多様になるこ

とがあり、また、使用料や手数料も対象になる。 

 

４．岩手と宮城の市町村における復興特区税制の実態 

本節では復興特区税制の実態を整理しておく。その枠組みは、復興特区法第 37条から第

43 条に規定されている（国税・地方税対応）２１。この主な目的としては、被災事業者の事

業再建や産業集積の形成・促進、新たな産業創出の支援があげられる。同法第 37条から第

40条は主に国税に関する特例であり、地方税への自動連動の影響が及ぶ。また、同法第 43

条は地方自治体の地方税にかかる課税免除または不均一課税による減収に対する補填措置

である。具体的には、復興産業集積区域（後述）における地域の雇用機会の確保に寄与する

事業にかかる事業税、不動産取得税または固定資産税の課税免除または不均一課税を行っ

た場合の地方自治体の減収に対し、復興特別交付税により補填される（事業税、固定資産税

は投資から 5年）２２。 

国の認定を受けた復興推進計画において定めた復興推進事業を実施する者が対象となり、

当該計画を作成した認定地方自治体の指定を受けた者（以下、「指定事業者」）をさす。当該

計画で定める復興産業集積区域等において行う事業活動に関して各税制上の特例が適用さ

れる仕組みとなっている。復興特区税制それ自体は地方税収の点ではマイナスインパクト

になるが、それによって産業集積の形成・促進や新たな産業創出などが効果的に進めば、増

収インパクトがもたらされる。 

課税の特例別の指定件数（指定事業者等がどの課税の特例の指定を受けているのか）は全

国ベースでは、復興特区法第 37条、第 38条で 97.8％、前者で 57.7％を占める（2020年 3

月末現在）２３。すなわち、ほぼ全ての指定件数が第 37条にもとづく投資促進税制（機械等

の取得にかかる特別償却または税額控除（所得税・法人税））と第 38条にもとづく雇用促進

税制（被災雇用者等を雇用した場合の給与等支給額の税額控除（所得税・法人税））である。
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見方を変えれば、他の特例の少なさが目立つ結果となっている。これに対して、業種ごとの

指定件数をみると、それは幅広い業種に及んでいるものの、製造業（食料品製造業等を除く）、

食料品製造業等で半分以上を占める（2020年 12月末現在）２４。こうした特徴は、岩手、宮

城にも当てはまり、とくに製造業がより盛んな後者で顕著にみられる。 

なお、岩手県は早々に国に改善を要望してきたが、復興特区法第 40条にもとづく新規立

地促進税制（再投資等準備金にかかる損金算入および特別償却）については、指定を受ける

事業年度に一定額以上の設備投資を行うなど、さまざまな要件を全て満たす必要があり、こ

の特例を活用できる事業者は限定されている（岩手県 2014）。その後、要件緩和が図られた

が、岩手県以外の県も含めて全体でみても、指定件数はごくわずかである。 

岩手と宮城における復興特区制度のなかの復興推進計画の認定状況は表 7、復興推進計画

のなかの税制特例の認定状況は表 8 のとおりである。表 8 で課税特例にかかる計画概要を

みると、第 37条分が中心とはいえ、宮城の方が多様にみえる。また、復興特区税制の適用

期限が延長されるなか、沿岸市町が復旧、復興の厳しさを踏まえて個別に計画認定を申請す

る状況が散見される２５。業種としては、岩手における「商業等（商業特区）」が目立ち、一

見シンプルであるが、それを構成する業種は幅広い。 

 

 

 

ここで注意を喚起しておきたいのは、とくに宮城における税制特例に関しては、初期に県

が大型の計画認定を申請し、そこには内陸も含まれていることから、そもそもの出発点で県

内一律となっている。宮本（2013）は、「例えば宮城県では、特例を利用した情報サービス

の新規立地が計画に盛り込まれているが、他の各県でも同様のものがみられ、復興推進計画

を野放図に進めていくことになれば、各特区の特徴が非常に見えにくくなるということが

問題点として挙げられる」と指摘したが、県内の市町村でも同様のことがいえよう。 

次に、復興特区税制にかかる投資や雇用の実績は表 9、表 10 のとおりである。表から岩

手、宮城のいずれにおいても、沿岸、内陸の違いなく、2016年度ないし 2017年度まで投資

や雇用の実績が高い水準であったことがわかる。まず、復興特区税制の適用期限が当初、

2015 年度までであったので、その是非はともかく、早期投資の誘因効果がみてとれる。そ

して、地域の実状から、適用期限は延長され、投資や雇用が既述の実績になった。投資額や

岩手 宮城 福島 その他 合計

規制・手続等の特例 7 18 6 10 41

税制上の特例 7 17 4 2 30

金融上の特例 20 46 102 30 198

34 81 112 42 269

(33) (79) (37) (264)

（注）1．1つの復興推進計画に複数の特例が盛り込まれている場合には、該当する特例の数

2．県合計の下段のカッコ内の数値は複数の特例に該当する重複を排除し、当該県内で認定

ジ・復興推進計画の認定状況欄）。

を計上した。

（出所）近藤（2019）p.67の参考2から筆者が一部加工して作成（原典は復興庁ホームペー

県合計

表7　復興特区制度・復興推進計画の認定状況（2019年2月現在）

された復興推進計画の数を表記したもの。
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雇用数をみると、沿岸と内陸はかなり異なる。岩手の沿岸と内陸では、①指定件数の比率は

8:2、②投資額のそれは 7：3、③1件当たりの投資額のそれは 3.5：6.5、④雇用数のそれは

6：4である。これに対して、宮城の沿岸と内陸では、①は 7:3、②は 5.5：4.5、③は 3：7、

④は 5:5であり、内陸の比重が高くなっている。宮城の場合、とくに内陸エリアで、県が産

業集積の中核をなす自動車関連産業や高度電子機械産業を中心とする製造業の復興推進を

後押しする結果がみられる２６。 

 

 

 

以上のとおり整理すれば、復興特区税制の実績からみた復興にかかる効果に関しても岩

手と宮城は切り分けられることになる。すなわち、前者では市町村間の税収等の格差是正に

対するインパクトが大きいことが示唆される。これに対して、後者ではそれは小さいか、あ

るいは、沿岸に含まれる仙台市を除外すれば、格差拡大に向かって、逆に作用していること

が示唆される。 

認定日 申請主体 計画の概要

2012年3月30日

（4回変更）
岩手県 電子機械製造関連産業、医薬品関連産業、繊維工業等

2013年3月26日

（2回変更）
釜石市 商業等

2016年3月29日 大船渡市 商業等

2016年6月2日

（1回変更）
山田町 商業等

2016年12月20日 陸前高田市 商業等

2016年12月20日 大槌町 商業等

2017年7月4日 岩手県 被災者向け優良賃貸住宅

2012年2月9日

（6回変更）
宮城県・34市町

ものづくり産業（自動車関連産業、高度電子機械産業

等）

2012年3月2日 仙台市 農業及び農業関連産業

2012年3月23日 塩竃市 観光関連産業

2012年3月23日

（1回変更）
石巻市 商業、福祉・介護業等、まちづくり会社

2012年6月12日

（1回変更）
宮城県・17市町

情報サービス関連産業（ソフトウェア業、コールセン

ター、データセンター等）

2012年7月27日

（1回変更）
石巻市 商業および観光関連産業等

2012年9月28日

（1回変更）
宮城県・11市町 農業および農業関連産業

2012年12月14日 多賀城市 商業および飲食業等

2012年12月14日 東松島市 商業およびツーリズム関連産業等

2013年3月26日

（2回変更）
岩沼市 小売業、医療・福祉産業等

2013年3月26日

（2回変更）
石巻市 被災者向けの優良賃貸住宅

2013年4月12日 仙台市 水族館、飲食店、小売業等

2013年6月11日 気仙沼市 観光関連産業

2013年10月29日 山元町 小売業・サービス業等

2014年12月17日

（1回変更）
南三陸町

観光関連産業、再生可能エネルギー関連産業、まちづ

くり会社

2015年5月8日

（2回変更）
女川町 商業、観光関連産業、まちづくり会社

2018年12月19日 名取市 商業

（出所）近藤（2019）p.76の表6を参考にして筆者が作成（原典は復興庁ホームページ・復興推進計画の

岩手

宮城

表8　岩手と宮城における復興推進計画・税制特例の認定状況（2019年3月15日現在）

認定状況欄）。
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指定件数

（件）

投資額

（億）

1件当たりの

投資額(億)

指定件数

（件）

投資額

（億）

1件当たりの

投資額(億)

指定件数

（件）

投資額

（億）

1件当たりの

投資額(億)

2011・12年度 205 408 2.0 159 345 2.2 46 62 1.3

2013年度 147 591 4.0 126 443 3.5 21 147 7.0

2014年度 129 538 4.2 105 393 3.7 24 145 6.0

2015年度 128 448 3.5 101 286 2.8 27 162 6.0

2016年度 87 452 5.2 76 317 4.2 11 135 12.3

2017年度 72 496 6.9 63 325 5.2 9 171 19.0

2018年度 50 76 1.5 43 41 1.0 7 35 5.0

合計 818 3,008 3.7 673 2,151 3.2 145 858 5.9

沿岸・内陸の

割合（％）
― ― ― 82.3 71.5 35.2 17.7 28.5 64.8

指定件数

（件）

投資額

（億）

1件当たりの

投資額(億)

指定件数

（件）

投資額

（億）

1件当たりの

投資額(億)

指定件数

（件）

投資額

（億）

1件当たりの

投資額(億)

2011・12年度 443 1,436 3.2 250 844 3.4 193 592 3.1

2013年度 317 1,081 3.4 249 770 3.1 68 310 4.6

2014年度 241 961 4.0 191 551 2.9 50 411 8.2

2015年度 152 1,660 10.9 114 716 6.3 38 944 24.8

2016年度 139 1,201 8.6 109 599 5.5 30 602 20.1

2017年度 109 832 7.6 77 341 4.4 32 490 15.3

2018年度 120 185 1.5 84 110 1.3 36 75 2.1

合計 1,521 7,355 4.8 1,074 3,930 3.7 447 3,425 7.7

沿岸・内陸の

割合（％）
― ― ― 70.6 53.4 32.5 29.4 46.6 67.5

（注）1．特区法第37条、同法39条、同法第40条、同法第41条の税制の適用を受けた指定事業者の投資実績をさす。

2．仙台市は宮城野区と若林区を沿岸としている。

3．四捨五入のため、合計が合わない場合がある。

（出所）復興庁ホームページ・東日本大震災の復興施策の総括に関するワーキンググループ欄から筆者が作成。

表9　復興特区税制の指定・投資実績（2019年6月末現在）

宮城県

内陸

小計 沿岸 内陸

岩手県

小計 沿岸

小計 沿岸 内陸 小計 沿岸 内陸

2011・12年度 3,804 2,753 1,051 15,178 6,312 8,866

2013年度 5,585 3,799 1,786 17,659 8,899 8,760

2014年度 7,709 5,017 2,692 19,197 9,251 9,946

2015年度 10,663 6,609 4,054 18,814 9,918 8,896

2016年度 11,824 7,131 4,693 19,177 10,513 8,664

2017年度 11,081 7,065 4,016 17,200 9,565 7,635

2018年度 7,779 4,466 3,313 9,346 5,979 3,367

2019年度 6,111 3,668 2,443 5,690 2,852 2,838

合計 64,556 40,508 24,048 122,261 63,289 58,972

沿岸・内陸の割

合（％）
ー 62.7 37.3 ー 51.8 48.2

（出所）復興庁ホームページ・復興推進委員会欄・第37回会議資料から筆者が作成。

雇用されていた者または特定被災区域内に居住していた者をさす。

岩手県 宮城県

表10　復興特区税制の雇用実績（2020年12月末現在の特区法第38条分）

（単位：人）

（注）1．指定事業者等による被災雇用者等の人数をさす（被災雇用者等の人数は、

当該年度以前の指定事業者分を含む）。

2．被災雇用者等とは、2011年3月11日において特定被災区域内に所在する事業所に
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次に、復興特区税制にかかる市町村ごとの「指定事業者」数の推移を踏まえて、さらに分

析を進めていく（表 11）。 

表 11から岩手、宮城のいずれにおいても、沿岸、内陸の違いなく、2016年度までに事業

者指定が集中的に進んだことがわかる。とはいえ、次の点で、岩手と宮城は異なる。すなわ

ち、2017年から 2020年までの沿岸と内陸の指定事業者数の増加の程度である。岩手沿岸の

伸び率は 27.1％（435→553）、岩手内陸のそれは 29.2％である。これに対して、宮城沿岸の

伸び率は 14.2％（851→972）、宮城内陸のそれは 50.3％である。また、宮城沿岸の数値は仙

台市を含み、そこから仙台市の伸び率 22.8％を除くと、さらに低下する。この点で近藤（2019）

は、指定事業者の「絶対数ではなく増加数では、面的整備に時間を要し事業再開や企業立地

が未だに進んでいない大槌町、山田町、陸前高田市が入っていることが 1つの特徴となって

いる」と整理する。他方で、近藤（2019）では「従前から各県において産業集積のあった市

が多くなっている」と分析されており、筆者なりにその点を敷衍すれば、県の製造業振興に

対する長期にわたる政策の重点化も背景にして、宮城では内陸を対象とするテコ入れがあ

る意味ナチュラルに進められたのではないだろうか。 

 

 

岩手県合計 宮古市 大船渡市 久慈市 陸前高田市 釜石市 大槌町

2020年3月31日 690 101 116 39 60 115 49

2019年3月31日 659 97 111 37 54 108 47

2018年3月31日 610 94 103 36 46 90 45

2017年3月31日 541 92 88 36 35 85 25

2017年～20年の増分 149 9 28 3 25 30 24

山田町 岩泉町 田野畑村 普代村 野田村 洋野町 内陸

2020年3月31日 62 17 8 6 8 27 137

2019年3月31日 57 15 7 5 7 25 119

2018年3月31日 56 15 7 5 7 23 111

2017年3月31日 42 14 7 5 7 22 106

2017年～20年の増分 20 3 1 1 1 5 31

宮城県合計 仙台市 石巻市 塩竃市 気仙沼市 名取市 多賀城市 岩沼市

2020年3月31日 1,259 334 211 76 189 36 52 26

2019年3月31日 1,208 318 202 74 181 33 50 24

2018年3月31日 1,114 285 192 70 171 30 44 19

2017年3月31日 1,042 272 179 63 164 27 42 17

2017年～20年の増分 217 62 32 13 25 9 10 9

東松島市 亘理町 山元町 松島町 七ヶ浜町 利府町 女川町 南三陸町 内陸

2020年3月31日 15 15 19 2 3 7 78 23 287

2019年3月31日 13 13 16 1 2 4 74 22 258

2018年3月31日 12 7 14 1 2 4 68 20 247

2017年3月31日 8 7 10 1 2 3 59 18 191

2017年～20年の増分 7 8 9 1 1 4 19 5 96

2．複数の市町村で指定を受けている事業者があるため、各市町村の指定事業者等の数の合計は、各県の

指定事業者等の合計と一致しない。

（出所）復興庁ホームページ・復興特区法に基づく課税の特例に係る指定の状況欄から筆者が作成。

（注）1．指定事業者＝復興特区法にもとづき復興推進事業を実施する個人事業者または法人であって、

認定地方公共団体が指定したもの。

表11　復興特区税制にかかる市町村ごとの「指定事業者」の数
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次に、復興特別交付税との関わりから復興特区税制の具体的なケースをあげておく。既述

のとおり、復興特別交付税制度には 3つの補填があるが、そのうち復興特区における課税免

除または不均一課税による減収額に対する補填が復興特区税制に直結することになる。こ

こでは岩手沿岸市町村のうち、その補填の金額が 2020年度までの期間で最も大きい大船渡

市におけるケース（市計画分）をあげておく（大船渡市の回答による）。市内の事業所Ａの

場合、対象業種は「その他の小売業」である。復興産業集積区域内における設備等投資とし

て、店舗新築およびその付属設備ならびに構築物の取得があげられる。固定資産税の課税免

除対象資産は家屋、償却資産となる。課税免除開始年度は 2017年度であり、2021年度をも

って 5年間（制度上の規定）の課税免除期間が終了し、2022年度から通常課税となる。 

国は自らが設定する「復興・創生期間」（2016年度～2020年度）の終了後の 2021年度か

ら、復興特区税制の対象地域を大幅に縮小している（復興特区法改正）。具体的には、それ

は 5県 143市町村から 1/3以下、すなわち、岩手、宮城、福島 3県の沿岸 42市町村のみと

なる。それまでも制度改正としては、福島県とそれ以外で線引きが行われたり、措置率が引

き下げられ適用期限が延長されたりしたが、2021 年度から復興にかかるさまざまな特例制

度が廃止、縮小されるなかで、復興特区税制も国の「復興総仕上げ」の性格を帯びている。  

復興特区税制そのものは継続していることから、その最終的な評価はもう少し先が妥当

かもしれないが、被災地における産業集積の形成・促進あるいは雇用機会の確保などの目的

に照らせば、一定の積極的な評価は与えられてよい。他方、復興特区制度は、未曾有の被害

を踏まえて、前例や既存の枠組みにとらわれない、地域限定で思い切った措置を講じたり、

被災の状況や復興の方向などが地域によって多様であることを踏まえて、地域の創意工夫

を生かしたオーダーメイドの仕組みを展開したりするのであれば、復興特区税制は、市町村

間税収格差の是正の側面からみると、無条件に復興特区制度にふさわしい効果をもたらし

たとはいえない。というのも、大震災ならではの制度の設計や運用とはいえない側面がある。 

今回のインタビュー調査により、いくつかの市町から次のような回答を得た。①発災直後

の混乱や避難所対応等に人手が割かれたことなどの理由により，市町税の減免に関する検

討が後手に回りがちとなった。②産業側の意向と実際に税の減免等を行う課税側との相互

の理解が進まないままに制度が進んでしまった。③制度の内容が複雑であり、制度が事業者

に浸透していたとは思えないし、税務担当側も事業者との意思疎通が不十分となり、うまく

機能しなかった時があった。④復興特区税制に限ったことではないが、不慣れな事務手続き

や税務担当職員不足に終始悩まされ、また、固定資産税等の減免の終了時期の判断にも苦慮

した。 

なお、復興特区税制の最終的な評価としては、業種ごとや企業ごと（たとえば、大中規模

企業と小規模零細企業）の影響、地方税収の増加や地域内所得循環あるいは地域内産業連関

への寄与など、地域経済の維持可能な発展への展望が見いだせるかどうかが決定的となろ

う。 
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５．ポスト復興の市町村財政の課題 

本節ではこれまでの節を踏まえて、歳出面や政策面まで分析対象を広げたうえで、ポスト

復興における市町村の財政対応の共通、個別の課題を提示する。ここでポスト復興とは、国

の震災対応にかかる多くの財政措置が終了した 2020年度から後の 5ヶ年度ほどの時期とす

る。その期間では、地域・自治体の主体性が一層問われることが問題意識にあることによる。 

共通の理解がおおよそ得られそうな地域経済の見通しをあげると、2020 年 2 月以降、世

界ならびに日本を席巻する、新型コロナウイルス感染症（以下、新型コロナ）の感染拡大の

影響から、地域経済は悪化しており、その回復は不透明である２７。この間にも、大半の市町

村において人口の自然減や就業者の減少が進んでおり、それらに歯止めをかけることは難

しい課題である。新型コロナにかかる経済的な影響が収まったとしても、それらの減少傾向

は続くと考えられる。とくに岩手沿岸の地域・自治体は経済力、財政力のいずれも弱い。コ

ロナ禍を背景に、首都圏や大都市で増加する移住希望者や失業者などに着目し、彼ら・彼女

らを沿岸地域に呼び込むことは得策であろうが、一人一人（一社一社）のコロナ禍を乗り越

える、地に足をつけた生産・稼得能力のアップが強く問われる。 

市町村のハード事業をはじめ復旧、復興のプロセスで建設業に大きく依存してきた地域

では、復興特需が過ぎ去り、復興需要の減少が認識されている。建設業者は公共セクターな

どと連携、協力しながら、建設業の維持可能性を高める努力、工夫が必要になる。その異業

種参入は岩手でもようやく進みつつあり、女性の活躍をはじめ、先進事例に学ぶ必要がある。

岩手沿岸地域や宮城沿岸北部地域の多くは漁業とともに水産加工業が基幹産業である。民

間セクターは国内（とくに大都市部）、国外（とくにアジア）の両方を想定して販路開拓や

人材確保などの対策を継続、拡充していく必要がある。人材確保の点では、たとえば、農業

で進み、沿岸でもごく一部の企業で実践されているように、障がい者の活用も大いに期待で

きる。 

これに対して、市町村税収はどうであろうか。最大の税収源である固定資産税については、

大槌町の税務担当職員が見通すように、とくに被害が大きい市町村では震災による減免が

終了する時期を迎えるため、税収は徐々に上がるものと考えられる。他方、沿岸市町村にお

ける共通の税収課題として、市町村民税個人分・法人分は復興需要の減少に加えて、新型コ

ロナの感染拡大の影響もあり、減少傾向になると考えられる２８。税収の大幅減少を避ける

点では復興特区税制の「指定事業者」のビジネス展開が期待される。また、当面、「ふるさ

と納税（返礼品）」を戦略的に活用した直接間接の財源確保も一考に値する。 

市町村財政としては、多くの市町村において復興事業の性格をもつソフト事業（とくに被

災者の生活支援、被災地のコミュニティ支援）が継続して重点課題となる。また、新型コロ

ナの感染拡大の経験から、ライフ・ビジネススタイルの転換が不可欠となれば、生活面や産

業面などの公的支援にもさらなる工夫が求められる。この点では地域おこし協力隊（総務省

所管）の創造的な活動に着目し、それを大いに活かすこともできよう。他方、被害の大きか

った市町村でも、行政体制を復興事業の比重が高い非常時モードから平時モードに大きく
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シフトし、とくに非常時対応分の縮減を進めなければならない。 

陸前高田市は復旧・復興事業完了後を見据えて 2021 年度から 2023 年度までの財政見通

しを公表している２９。歳入総額は 2021年度の 183.8億円（ピーク時 2013年度 1,315億円）

から 2023 年度の 135.3 億円まで急減し、2010 年度の 113.4 億円にかなり近い水準となる。

これは国庫支出金や地方交付税等が大幅に縮減することによるが、他方、市税等は増加し、

一般財源の規模は 2010年度とほぼ同じ水準となる。歳出面では全国や県内陸の市町村の傾

向と違い、普通建設事業費は大幅に縮減し、扶助費は微減する一方で、義務的経費以外の支

出が増大する。ここから様変わりが続く歳入出構造から、財政運営の難しさが示唆される。

また、2022年度に 3.1億円、2023年度に 2.3億円の収支不足が生じ、財政調整基金の取崩

しによる対応が想定されており、財政見通しの厳しさも垣間見られる。 

陸前高田市とはいわないまでも、短中期の財政見通しが厳しく、歳入出の見直しが継続的

に必要になる市町村であれば、とくに復旧・復興事業の検証は欠かせない３０。これは当該

市町村に限らず、県や国にとっても財政対応（財政措置）の成果と限界を明らかにすること

になる。そのなかには、通常対応と震災対応の両方の性格を持つような事業もある。とくに

被害が大きい市町村の長期の財政課題としては、いわゆるハコモノ（建物）をはじめさまざ

まな公共施設の再建にかかる維持・管理費が確保されねばならない。また、その多くが将来、

一斉に更新時期を迎えるので、アセットマネジメント（計画的管理）が強く要請される。こ

うした課題において、多世代にわたる地域住民の参加・参画が不可欠であることはいうまで

もない。 

 

６．おわりに 

本論では、被災市町村にとってポスト復興における地方税収確保が問われるなか、大震災

下での地方税の総括の重要性を見いだし、岩手と宮城の沿岸市町村を主な分析対象にして、

とくに地方税収入の 2009 年度から 2019 年度までの実態を明らかにした。また、個々の市

町村の特徴や、内陸と沿岸の違いなどを鮮明にして、市町村間の税収格差を可視化できるよ

うにした。 

岩手と宮城のそれぞれの沿岸市町村全体でみると、市町村税収（合計）の伸び率はほぼ同

じであるが、その構造はかなり異なる。市町村税全体ならびにいくつかの税目の市町村間税

収格差は、岩手沿岸では縮小しているのに対して、宮城沿岸では拡大している。さらに、宮

城沿岸市町と仙台市の間の格差も拡大している。準市町村税に位置づけられる地方消費税

交付金は、仙台市などにより多く交付される結果となっている。宮城の復興特区税制では、

内陸および仙台市にも広範に重点が置かれ、必ずしも格差が是正されているとはいえない。

沿岸市町村における地方税の減収額は復興特別交付税によってカバーされていることから、

表面的には、格差として問題とならないようにみえるが、構造的には、むしろ格差として深

刻になっている。 

岩手において沿岸市町村間あるいは沿岸市町村と盛岡市の税収格差が是正されている要
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因としては、膨大なハードの復興事業に伴う建設業にかかる個人・企業所得の増加や雇用創

出があげられる。ここには復興特区税制との関わりもあるが、いわゆる復興特需の経済効果

に支えられた、「持続性なき増収効果」の側面が強い。この背景には、租税政策（税制改正）

よりも、国の復興政策や財政措置のインパクトが格段に大きいことがあげられる。多くの大

災害を研究対象にしてきた宮入興一が東日本大震災以前から指摘しているように、そこに

は国土保全・公共施設復旧優先主義があり、被災者の救済、支援の優先順位が低い。この抜

本的な見直しは不可欠となるが、今後、復興にかかる膨大な新規ストック（施設等）の維持

管理を、地元の建設業者等が担うことが地域内所得循環等にとって重要になってくる。 

沿岸市町村は大震災からの復興の途上で、新型コロナの感染拡大の影響を受け、地域経済

の回復により多くの時間を要するようであれば、いわばダブル被災からの復興の厳しさに

対して、国や県の特例の財政措置等が講じられてよい。ポスト復興においては、地方税から

アプローチすれば、地域経済の維持可能性を高めるような民間セクターの取り組み（たとえ

ば、水産業の近代化）に対して、復興特区税制として税負担軽減措置を強化することも重要

になってくるのではないか。今後の税収の見通しとしては、沿岸市町村によっては必ずしも

固定資産税収入は低下しないようであるが、市町村民税（個人分、法人分）は低下傾向を示

すであろう。沿岸市町村と仙台市の税収格差はさらに拡大する可能性が高いことから、その

是正は重要な課題として残るし、そのことがまずもって共有される必要がある。 

 

【謝辞】 

 インタビュー調査では市町村の税務担当職員等にお世話になりました。この場を借りて感謝

を申し上げます。 

 

【注】 
１ 震災により一定の被害を生じた区域は特例被災区域に設定され、それは 11道県 227市町村の区域（岩

手、宮城、福島の 3県は全市町村）に及んだ。 

２ 宮城県ホームページ・みやぎ復興情報ポータルサイト欄（https://www.fukkomiyagi.jp/outline/）。 

３ 岩手県（2013）p.27。 

４ 岩手県ホームページ・いわての統計情報欄 

（www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s14Tokei/top.html）。田野畑村や野田村における建設業の 

事業所数は震災前にあたる 2000年代半ばの数値を下回るものの、その従業者数は上回っている（「平成 

28年経済センサス」など）。 
５ 岩手県（各年度版）「岩手県水産業の指標」。 

６ 岩手県（各年度版）「岩手県観光統計概要」。 

７ 宮城県ホームページ・工業統計調査欄

（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/toukei/kougyou.html）。 

８ 市町村税収の推移を理解するにあたって、通常法（一般法）・条例（特例法対応を除く）上の災害税制は

基本的に国税と同様の申告・納付の期限延長に加えて、減額・免除等であり、東日本大震災でもその直後

                                                      

https://www.fukkomiyagi.jp/outline/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/toukei/kougyou.html
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から、被災者・被災企業向けに税負担軽減措置が講じられてきた。その典型は、被災した土地や家屋の固

定資産税等の減免や被災した土地、家屋、償却資産の代替資産についての固定資産税の減額であり、市町

村にとっては税収減として作用する。しかし、東日本大震災のケースでは、復興特区税制をはじめ産業面

（仕事・雇用）に対する公的支援の改善、充実に重点が置かれ、多くの企業が早期に再建を果たした。この

ことから市町村によっては早い段階で税収増が作用する、さらに特例法にもとづく復興増税などが作用す

ることも念頭に置かれなければならない。 

９ 大槌町（2019）「第 9次大槌町総合計画 2019～2028」によれば、「町内の被災事業者の事業再開や復

興事業による雇用創出等が要因」とされている（p.9）。 

１０ たとえば、陸前高田市の回答は次のとおりである。「所得割については、被災した方が被災額を雑損

控除として確定申告（所得税）および住民税申告を行い、2011年度から 2013年度までの課税標準額が減

少したことから、税収も減少したと考えている」。 

１１ 盛岡市の固定資産税収は大震災前の水準に戻っておらず、仙台市とは対照的である。この主な要因は、

土地分の低下である。盛岡市の回答によれば、2011年～2015年は住宅地では宅地の供給過剰や厳しい雇用

情勢を反映した買い控え、低価格志向の強まり、商業地では郊外への商業集積による既存商業地域の衰退

傾向の強まりのため、地価公示価格や県基準地価格が下落したことが影響し減少している。また、2016年

以降は景気の好転に加え、長年の地価下落による値頃感から不動産の取得意欲が向上したことにより、そ

れまでの地価公示価格や県基準地価格の下落傾向に歯止めがかかり、これ以降ほぼ横ばいの状態が続いて

いる。 

１２ 市町村民税個人分は一人ひとり（納税義務者）の所得に応じて決まるが、宮﨑（2021）でも言及され

ているように、納税義務者数の変化の要因としては、①制度（改正）、②個々の課税対象所得の増減、③人

口の増減があげられる。これらは個人に加えて国・地域レベルの経済社会状況の影響を受ける。これに対

して、個人分にせよ、法人分にせよ、納税しなくてもよい所得水準であれば（企業の場合、もともと赤字体

質で厳しい経営状況であれば）、このことは税収には必ずしも反映されず、税収の分析の対象から外れてし

まうことがある。こうした側面からの所得（利益）を巡る個人間・企業間格差が大きくなっているのかも

しれない。 

１３ 総務省ホームページ・市町村税課税状況等の調欄 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/czei_shiryo_ichiran

.html）。 

１４ 沿岸市町村間では市町村民税法人分の収入が 2011年度に大きく落ち込んだケースに対して大きく増

大したケースがある。たとえば、田野畑村の回答によれば、被害を受けた沿岸地域には、商店や旅館が複

数存在したが、そのほとんどが個人事業者であり、法人税割には影響しなかった。他方で、被災建物の解

体やがれきの撤去、ライフラインの復旧、復興ハード事業の増大にかかる個人・企業の所得の増加の影響

が大きくなったということである。 

１５ 2018年度分の市民税個人分から，県費負担教職員の給与負担事務の道府県から政令市への移譲に伴

う税源移譲が実施された。具体的には、政令市の所得割の税率が 6％から 8％になった。 

１６ 総務省ホームページ・地方財政統計年報欄

（https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/toukei.html ）。 

１７ 総務省ホームページ・市町村税課税状況等の調欄  
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（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/czei_shiryo_ichiran

.html）。 
１８ 近藤（2019）では、「通常の大規模災害であれば、地方税法の改正による非課税措置等の減収額や被

災自治体による地方税の条例減免分については、普通交付税の算定や歳入欠陥債等により措置がされると

ころであるが、東日本大震災においては、震災復興特別交付税により措置されることとなった」と説明さ 

れている。 

１９ 近藤（2019）は復興特区税制について、「年度別の投資実績をみると、5県計では平成 27年度の 5,524

億円がピークとなっている。要因としては、被災事業者の復旧投資のタイミングに加え、復興特区税制の

適用期限が当初平成 27年度までだったことによる早期投資誘因効果もあった」と推察する。 

２０ 復興特区における課税免除または不均一課税による減収額に対する補填（復興特別交付税措置）の規

模は、2013年度～2020年度で大槌町 213百万円、大船渡市 1,660百万円、陸前高田市 394百万円、気仙

沼市 2,231百万円、南三陸町 369百万円、石巻市 2,422百万円、東松島市 238百万円、名取市 402百万

円、山元町 218百万円である。それぞれの市町村歳入・税収に対するインパクト（歳入・税収に占める比

率）は大小さまざまであるが、震災前から産業集積のあった市に対する補填額が突出しているようにみえ

る。だとすれば、そのような市で復興特区税制が非常に積極的に活用されていることが示唆される。 

２１ 近藤（2019）では、「企業立地補助金やグループ補助金等の予算措置の創設に加え、税制においても

被災代替資産の特例等のほか復興特区税制が創設された。既存企業、立地企業、投資型企業、労働集約型

企業、研究開発型企業など様々なタイプの企業・産業に対応できる多様な特例メニューが設けられ、それ

ぞれ前例や既存の枠組みにとらわれない地域限定の思い切った措置が講じられている」と述べられてい

る。 

２２ 近藤（2019）では、「地方公共団体が、復興特区法の指定を受けた個人事業者又は法人（投資促進税制、

研究開発税制、新規立地促進税制の課税の特例を受ける指定事業者に限る）に対し、条例により、当該課

税の特例に係る事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除又は不均一課税を行った場合の当該地方公

共団体の減収に対して、平成 32 年度まで震災復興特別交付税により補てん措置を講ずることとされてい

る」と説明されている。 

２３ 復興庁ホームページ・復興特別区域制度欄 

（https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/）。 

２４ 復興庁ホームページ・復興特別区域制度欄 

（https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/）。 
２５ 復興庁ホームページ・復興推進計画の認定状況欄 

（https://www.reconstruction.go.jp/topics/000500.html）。 
２６ 復興庁ホームページ・復興推進計画の認定状況欄 

（https://www.reconstruction.go.jp/topics/000500.html）など。 

２７ 拙論（2021b）は、東日本大震災の被災企業が新型コロナの感染拡大のためにより厳しい状況に直面

しているとすれば、どれくらい、どのような影響を受けているのかを分析した。岩手県と宮城県の被災企

業に対する電話アンケート調査から、とくに岩手はあまりに深刻であることが明らかになった。したがっ

て、国の経済対策はより手厚い内容を継続し、地方自治体（とくに県）でも独自の支援策を長期で講じる

ことが不可欠となる。なお、拙論は被災地域の経済再生に向けた短期、中長期の内発的な取り組みについ

ても論じている。 

２８ たとえば、陸前高田市の市民税法人割収入は 2019年度に激減している一方で、同法人均等割収入は

ピーク時に近い。陸前高田市の回答によれば、その要因としては、復興ハード事業が終盤を迎え、関連事

業所の売り上げは低下し、従業員も大幅に減少したことがあげられる。ただし、事業所数自体は、復興事

業により整備されたエリアでの事業所の再建や新規立地が進んでいるために、2021年度にいたっても増

加傾向にある（法人均等割は所得の有無にかかわらず課税される）。 
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２９ 陸前高田市ホームページ・財政見通し欄

（https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei_shinokeikaku/shinogaiyo/zaisei/2_2/4193.htm

l）。 

３０ 検証のための外部組織として、沿岸の住民（自宅や店舗が被災した住民や自治会等の役員など）や非

営利・協同組織のメンバーが半数以上を占めるような市町村民検証会議が創設されるべきである。市町村

内部で毎年度の事業評価が重ねられたとしても、たとえば、10ヶ年度分を対象にした検証となれば、内

部では限界があろう。そうした検証作業は、現在進行中で、かつ近年の激甚化を象徴する他の災害からの

復興に限らず、将来の発生の可能性が高い首都直下地震や南海トラフ地震にも貴重な示唆を与えることに

なる。国の震災対応前半の「集中復興期間」（2011年度～2015年度）に復興予算の流用問題や便乗問題が

メディア等によって取り上げられたが、自治体レベルにおいても復興事業が効果的、効率的であったのか

は詳細に分析されなければならない。 
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